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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１８日 １９時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方島南東方沖 

六ツ瀬灯標から真方位１１７°１,４２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１１.３′ 東経１３３°０８.６′） 

事故調査の経過 平成２２年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第十一進
しん

栄
えい

丸、４９１トン 

１３４５６６、株式会社進栄海運建設 

   ６６.０１ｍ×１３.２０ｍ×７.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年６月３０日 

Ｂ 貨物船 海
かい

福
ふく

丸、１９９トン 

１３１３９３、岡山海運株式会社 

   ５２.５１ｍ（Lr）×９.５０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、平成２年８月２４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年４月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年３月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２４年４月８日 

  一等航海士Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年６月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年６月１３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年３月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１０月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２６年８月５日 

  一等航海士Ｂ 男性 ４６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１５年３月１０日 
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    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２５年３月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部に凹損及び擦過傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか３人が乗り組み、愛媛県伯方島松

ケ鼻南方沖で、一等航海士Ａが、船長Ａと交替して単独の船橋当直に就

き、航海灯を表示し、左舷側にある２台のレーダーを３海里（Ｍ）及び１.

５Ｍレンジとして、針路約０９０°（真方位、以下同じ｡）及び速力約１０

ノット（kn）（対地速力、以下同じ｡）で自動操舵により今治市宮
みや

ノ
の

窪
くぼ

瀬戸

を航行した。 

 一等航海士Ａは、３Ｍレンジとしたレーダーで左舷船首３.０Ｍ付近にＢ

船の映像を初めて探知し、エコートレイル機能（残像表示）により、Ｂ船

は西進しているので、行き会い関係となり、左舷対左舷で通過することが

できると思い、同じ針路及び速力で自動操舵により東進した。 

 一等航海士Ａは、Ｂ船の映像を初認した頃は視程が１Ｍ以上あったもの

の、伯方島二ツ岩南方沖付近に達した頃、霧のため視界が急速に悪化して

視程が約１００～２００ｍとなり、視界制限状態となったが、そのことを

船長Ａに報告せず、Ｂ船とは左舷対左舷で通過することができると思って

いたので、レーダーでＢ船の動静を確認せず、また、霧中信号を行わず、

手動操舵に切り換えて同じ針路及び速力で東進を続けた。 

一等航海士Ａは、衝突直前に左舷前方至近にＢ船を視認し、直ちに右舵

一杯としたが、平成２２年６月１８日１９時０５分ごろ、六ツ瀬灯標から

１１７°１,４２０ｍ付近において、Ａ船の左舷後部とＢ船の船首部とが衝

突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び一等航海士Ｂほか１人が乗り組み、愛媛県豊島南西

方沖において、一等航海士Ｂが、船長Ｂと交替して単独の船橋当直に就

き、機関長Ｂを見張りにつけ、航海灯を表示し、針路約２５０°及び速力

約１１.８knで自動操舵により航行した。 

 一等航海士Ｂは、視程が１.５Ｍ以上あったので、操舵装置の前で立って

見張りを行っていたところ、愛媛県高井神島北西付近に達した頃、霧のた

め視界が急速に悪化して視界制限状態となったことから、手動操舵に就

き、機関長Ｂを機関遠隔操縦装置につけたが、船長Ｂが間もなく夕食を終

えて昇橋してくるものと思い、視界制限状態となったことを船長Ｂに報告

せず、霧中信号を行わず、同じ速力で航行した。 

 一等航海士Ｂは、１.５Ｍレンジでヘッドアップ表示としたレーダーで、

船首方１.５Ｍの付近にＡ船の映像を初めて探知し、その後、右舷船首５°

０.７５Ｍ付近に接近したＡ船の映像を再び確認した。 

 一等航海士Ｂは、右舷船首約５°にあったＡ船の映像が画面上で左斜め

下に移動し、船首輝線に近くなって船首輝線を右から左へ横切る状況であ

ったが、Ａ船の映像が船首輝線に近くなったので、Ａ船と接近しているも

のと思い、Ａ船と接近しないようにするため、約５°右転して針路約２５

５°とした。 

 一等航海士Ｂは、Ａ船の映像が船首輝線の少し右側にあり、船首輝線に

更に近くなったことで、Ａ船がＢ船に向けて接近しているように見え、Ａ
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船から離れようとして、今度は小刻みに左転して針路を約２５０°、約２

４５°、約２３０°に順次変針した。 

 一等航海士Ｂは、Ａ船を右舷船首至近に視認して右舵一杯とし、機関長

Ｂが機関を後進としたが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００～２００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  両船のレーダーには、自動衝突予防援助装置は付いていなかった。 

 Ａ船及びＢ船の安全管理規程に基づく運航基準には、いずれも次のとお

り定められていた。 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条

件に達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダーワッチ等によ

る厳格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安全措置を講ずる

とともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、

航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならない。 

  視程が1,000ｍ以下の時。 

 船長Ａは、一等航海士Ａから視界制限状態となったことの報告がなかっ

たことから、安全管理規程に規定された適切な措置をとることができなか

った。 

 船長Ｂは、一等航海士Ｂから視界制限状態となったことの報告がなかっ

たことから、安全管理規程に規定された適切な措置をとることができなか

った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、視界制限状態となった伯方島南東方沖

を東進中、一等航海士Ａが、レーダーのみによっ

てＢ船の映像を正横より前方に探知し、Ｂ船のエ

コートレイルの映像により、Ｂ船とは行き会い関

係であって左舷対左舷で無難に通過することがで

きるものと思い込み、視界制限状態となったのち

も、レーダーによる見張りを行っていなかったこ

とから、Ｂ船と接近していることに気付かず、針

路及び速力を保持して航行し、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 一等航海士Ａは、視界制限状態となった際、船

長Ａに報告せず、視界制限状態における音響信号

を行わず、また、安全な速力で航行していなかっ

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、視界制限状態となった伯方島南東方沖

を西南西進中、一等航海士Ｂが、レーダーのみに

よってＡ船の映像を正横より前方に探知し、その

後もＡ船の映像を監視していたものの、Ａ船の動

静判断を適切に行わなかったことから、約５°の

左転を順次行い、Ａ船と衝突したものと考えられ
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る。 

 一等航海士Ｂは、視界制限状態となった際、船

長Ｂに報告せず、視界制限状態における音響信号

を行わず、また、安全な速力で航行していなかっ

たものと考えられる。 

 一等航海士Ｂは、右舷船首約５°にあったＡ船

の映像が画面上で左斜め下に移動し、船首輝線に

近くなって船首輝線を右から左へ横切る状況であ

ったが、Ａ船の映像が船首輝線に近くなったこと

で、Ａ船がＢ船に向けて接近しているものと思い

込んで５°右転したところ、更にＡ船の映像が船

首輝線に近づいたことから、約５°の左転を順次

行ったものと考えられる。 

 本事故当時、事故発生場所付近では、霧により

視程が約１００～２００ｍの視界制限状態であっ

たものと考えられる。 

 両船が、海上衝突予防法第１９条の規定（視界

制限状態における船舶の航法）及び安全管理規程

に基づく運航基準を遵守し、レーダーにより常時

適切な見張りを行い、レーダーのみにより相手船

を探知した船舶がとることを要求される、十分に

余裕のある時期に衝突を避けるための適切な動作

をとっていれば、本事故の発生を回避できたもの

と考えられる。 

 また、海上衝突予防法第１９条第５項第 1 号に

は、やむを得ない場合を除き、他の船舶が自船の

正横より前方にある場合（当該他の船舶が自船に

追い越される船舶である場合を除く｡）において、

針路を左に転じてはならない旨が規定されてお

り、Ｂ船は、レーダーによりＡ船をＢ船の正横よ

り前方に探知していたが、やむを得ない状況でな

かったものの、約５°の左転を順次行ったものと

考えられる。 

原因  本事故は、霧のため視界制限状態となった伯方島南東方沖において、Ａ

船が東進中、Ｂ船が西南西進中、一等航海士Ａが、Ｂ船のエコートレイル

の映像により、Ｂ船とは行き会い関係であって左舷対左舷で無難に通過す

ることができるものと思い込み、視界制限状態となったのちも、レーダー

による見張りを行わず、Ｂ船と接近していることに気付かずに針路及び速

力を保持して航行し、また、一等航海士Ｂが、レーダーのみによってＡ船

の映像を正横より前方に探知し、Ａ船の映像を監視していたものの、Ａ船

の動静判断を適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

 




